
 

 

総務政策委員会記録

 開会年月日 令和８年３月 17 日

 開 会 時 刻 午前 ９時 56 分

 閉 会 時 刻 午前 10 時 08 分

 

　出席委員名

◎品川幸久　 ○久保　真　　大野寛文　　小阪史章

 
神谷明子　　 杉村　剛　　吉井詩子

 
　

 　

 北村　勝　議長

 
欠席委員名 なし

 
署　名　者 大野寛文　　小阪史章

 
担 当 書 記 野村格也

 

審 査 案 件

議案第 12 号
令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第９号） 

（総務政策委員会関係分）
 議案第 21 号 伊勢市行政手続条例の一部改正について

 議案第 23 号 伊勢市職員給与条例等の一部改正について

 議案第 24 号 伊勢市市税条例の一部改正について

 
議案第 33 号

伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正

について
 

議案第 34 号
伊勢市地区コミュニティセンター条例の一部改正に

ついて
 

議案第 36 号
伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正につ

いて
 行政視察について

 

 

 

 

 説　明　員  

情報戦略局長、情報戦略局参事、財政課長

 その他関係参与

 

 

 

伊 勢 市 議 会
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審査経過 

品川委員長が開会を宣告し、会議成立宣言の後、会議録署名者に大野委員、小阪委員を

指名した。その後、直ちに議事に入り、３月２日の本会議において審査付託を受けた「議

案第 12 号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）中、総務政策委員会関係分」

外６件を審査し、いずれも全会一致で原案どおり可決すべしと決定した。委員長報告文の

作成については正副委員長に一任することで決定し、委員会を閉会した。 

次に、「行政視察について」を議題とし、行政視察についての日程の提案、調整中の視

察項目の確認を行い、閉会した。 

なお、詳細は以下のとおり。 

 

開会　午前９時56分 

 

◎品川幸久委員長 

ただいまから総務政策委員会を開会いたします。 

　本日の出席者は全員でありますので、会議は成立をしております。 

　これより会議に入ります。 

　会議録署名者２名は委員長において、大野委員、小阪委員の御両名を指名いたします。 

　本日御審査いただきます案件は、去る３月２日の本会議におきまして総務政策委員会に

審査付託を受けました７件及び「行政視察について」であります。 

案件名については審査案件一覧のとおりです。 

お諮りいたします。 

審査の方法については委員長に御一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように取り計らいをさせていただきます。 

また、委員間の自由討議については、申出がありましたら随時行いたいと思いますので、

よろしくお願いをいたします。 

 

【議案第12号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）（総務政策委員会関係分）】 

 

◎品川幸久委員長 

それでは、「議案第 12 号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）中、総務政策

委員会関係分」を御審査願います。 

審査の便宜上、歳出から審査に入ります。 

補正予算書の32ページをお開きください。款１議会費を款一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、款１議会費の審査を終わります。 

次に、34ページをお開きください。 
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34ページから43ページの款２総務費を款一括で御審査願います。 

なお、当委員会の審査から除かれるのは、38ページの項１総務管理費、目21交通対策費

です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、款２総務費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に、48ページをお開きください。 

款３民生費を御審査願います。 

当委員会の所管は、48ページから51ページの項５人権政策費です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、款３民生費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に、72ページをお開きください。 

款10消防費を款一括で御審査願います。 

なお、当委員会の審査から除かれるのは、項１消防費、目４水防費及び目５災害対策費、

大事業１防災対策事業のうち、小事業３避難行動要支援者対策事業です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、款10消防費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に、76ページをお開きください。 

款11教育費を御審査願います。 

当委員会の所管は、項５社会教育費、目３文化振興費です。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、款11教育費の当委員会関係分の審査を終わります。 

次に、82ページをお開きください。 

款13公債費を款一括で御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、款13公債費の審査を終わります。 

　以上で歳出の審査を終わります。 

次に14ページにお戻りください。 

14ページから31ページの歳入の審査を一括でお願いいたします。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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◎品川幸久委員長 

発言もないようでありますので、以上で歳入の審査を終わります。 

次に、１ページにお戻りください。１ページから10ページの条文の審査を一括でお願い

します。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、条文の審査を終わります。 

以上で議案第12号中、総務政策委員会関係分の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第12号　令和７年度伊勢市一般会計補正予算（第９号）中、総務政策委員会関係

分」については、原案のとおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第21号　伊勢市行政手続条例の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、条例等議案書の１ページをお願いいたします。 

　１ページから６ページの「議案第21号　伊勢市行政手続条例の一部改正について」を御

審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第21号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第21号　伊勢市行政手続条例の一部改正について」は、原案どおり可決すべしと

決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 



4 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第23号　伊勢市職員給与条例等の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、19ページをお開きください。 

　19ページから41ページの「議案第23号　伊勢市職員給与条例等の一部改正について」を

御審査願います。 

　御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第 23 号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第23号　伊勢市職員給与条例等の一部改正について」は、原案どおり可決すべし

と決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第24号　伊勢市市税条例の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、42ページをお開きください。 

42ページから46ページの「議案第24号　伊勢市市税条例の一部改正について」を審査願

います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第24号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 
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お諮りいたします。 

「議案第24号　伊勢市市税条例の一部改正について」は、原案どおり可決すべしと決定

いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定いたしました。 

 

【議案第33号　伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、119ページをお開きください。 

119ページから121ページの「議案第33号　伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一

部改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第33号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第33号　伊勢市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正について」は、原案

どおり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

 

【議案第34号　伊勢市地区コミュニティセンター条例の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、122ページをお開きください。 

122ページから125ページの「議案第34号　伊勢市地区コミュニティセンター条例の一部

改正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第34号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 
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討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第34号　伊勢市地区コミュニティセンター条例の一部改正について」は、原案ど

おり可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

 

【議案第36号　伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、129ページをお開きください。 

129ページから134ページの「議案第36号　伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改

正について」を御審査願います。 

御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようですので、以上で議案第36号の審査を終わります。 

続いて討論を行います。 

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

ないようですので、以上で討論を終わります。 

お諮りいたします。 

「議案第36号　伊勢市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について」は、原案どお

り可決すべしと決定いたしまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 

　以上で付託案件の審査は全て終了しました。 

お諮りいたします。 

委員長報告文の作成については、正副委員長に御一任願いたいと思いますが御異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御異議なしと認めます。そのように決定をいたしました。 
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【行政視察について】 

 

◎品川幸久委員長 

次に、「行政視察について」御協議願います。 

本件につきましては、２月12日の総務政策委員協議会におきまして、実施することを決

定したものです。 

日程については、５月27日水曜日から28日木曜日の２日間で調整中であります。 

視察項目については、継続調査となっております「防災対策に関する事項」、「総合計

画推進事業に関する事項」を検討をしております。 

本件について、御発言はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎品川幸久委員長 

御発言もないようでありますので、この程度で終わります。 

詳細については、決まり次第、委員の皆様に御連絡をさせていただきますのでよろしく

お願いします。 

なお、諸般の都合により、視察日程、視察項目が変更となる可能性も考えられますが、

その際も御連絡をさせていただきます。 

　以上で御審査いただきます案件は終わりましたので、これをもちまして、総務政策委員

会を閉会いたします。 

 

閉会　午前10時08分 

 

上記署名する。 

 

　　令和８年３月 17 日 

 

 

　　　　　　委　員　長 

 

 

 

　　　　　　委　　　員 

 

 

 

　　　　　委　　　員 


